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１．改正私立学校法への対応（手引全般） 

令和８年度開設の大学設置等に係る寄附行為（変更）認可の申請については，改正後

の私立学校法等に基づく基準により審査されます。申請に当たっては，必ず本手引に掲

載の最新の「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準」（以下、

「審査基準」という。）及び申請様式を御確認ください。 

なお、本手引の中に記載の「私立学校法」、「私立学校法施行令」、「私立学校法施

行規則」は、令和７年４月１日施行の改正後のものを指します。 

 

２．学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基

準の改正（令和６年６月 21 日公布，令和６年９月 20 日公布）への

対応（手引全般，P.101 関係（標準設置経費額等）） 
 

学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準の改正に伴い，関係

する条項や標準設置経費等の金額を変更していますので，御確認ください。 

 

３．既設学部の収容定員充足率の取扱いについて（審査基準第二の

五の（二）関係） 
 

令和８年度開設の大学設置等に係る寄附行為変更認可申請から，同一学校法人内に設

置する全ての大学の既設学部等（短期大学及び高等専門学校にあっては学科単位）の認

可の申請を行う年度の５月１日現在の収容定員に対する学生数の割合（以下，収容定員

充足率という。）が０．５を上回らない学部等がある場合，当該申請について認可しな

いこととする基準が規定されました。（大学院，専攻科，別科に本基準は適用されませ

ん。また、学生募集を停止した学部等※については，算定から除外した上で算出してく

ださい。なお，小数点以下２位未満の端数を生じたときは，これを切り捨てることとな

りますので，ご注意ください。） 

認可申請時には，上記のとおり既設学部等の収容定員充足率が０．５を上回ることを

確認してください。 

※認可申請を行う年度の新入生（１年次）を募集していない学科は算定対象外となります。そ
のため，例えば，認可申請を行う年度の新入生（１年次）は在籍しており，認可申請を行う
までの間に翌年度以降の学生募集を停止した学科は算定対象となります。 

上記の規定により，寄附行為変更が認可されない場合，大学等の設置認可申請も認可

することができないため，注意してください。 

※大学等の設置認可申請の詳細については，高等教育局大学教育・入試課大学設置室までお
問合せください。 

「令和６年９月改訂版」の主な変更点 



○ 一般的注意事項について

 学校法人の寄附行為の認可及び寄附行為変更の手続を行う場合，一般的注意事項として，以下の点

を必ず読んでから手続を進めるようお願いします。 

１ 寄附行為（変更）認可等に関する問合せ方法 

  問合せは以下の方法によりお受けしています。 

可能な限り，御電話ではなく電子メールによるお問合せに御協力願います。 

(1) 電子メール（受付アドレス：s-secchi@mext.go.jp）

(2) 電話（平日 10:00～18:00 03-5253-4111（代表）（内線 2534））

(3) WEB または来省による事務的な相談（１回につき１時間程度）

ただし，WEB または来省による事務相談は，大学等の設置認可等に係る案件のみ受け付けま

す。大学等の設置認可に係る案件以外の御相談については，電子メールにてお問い合わせくだ

さい。 

※WEB または来省による事務相談は事前に予約が必要です。詳細は次の項を御参照ください。 

 ２ WEB 又は来省による事務相談 

  以下の点に留意してください。 

(1) 注意事項

・原則 WEB での対応をお願いしています。

・（来省の場合）事前のアポイントなしでの来省は御遠慮ください。特に，審査期間中は，認

可申請中の学校法人関係者の私学行政課内への立入りは遠慮いただいておりますので，御注

意ください。

・事務相談において行っていることは，寄附行為（変更）認可申請に係る手続（申請書の記入

方法，審査スケジュール等）に関する質疑応答です。具体的な申請の内容については，申請

後に大学設置・学校法人審議会において審査されるものであり，事務相談の場において申請

前の「事前審査」，「事前協議」といったことは，一切行っておりません。内容の適否に関

する御質問はお答えできませんので，あらかじめ御承知置きください。

・事務相談を行う前には，本手引の関連箇所を必ず御確認ください。

・相談の時間は原則として１回１時間程度としております。「全体的に問題はないか」「記載

に不備はないか」といった確認は対応致しかねます。「学部の設置について」，「書類の作

成方法について」といった概括的な記載ですと，どのようなことを御相談されたいのか分か

らず，的確な回答ができない場合がありますので、具体的にどの箇所を確認したいのか整理

してください。申請にあたっては，私学行政課法人係によるチェックを前提とするのではな
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く，学校法人の責任ある体制の下で申請内容に不備が無いかチェックした上で申請をしてく

ださい。 

(2) 予約方法

WEB 又は来省による事務相談の予約については，相談を希望する日の２週間前の週からメー

ル（s-secchi@mext.go.jp）にて受付します。

予約時のメールに「相談表（https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ninka/1334533.htm

の「WEB 又は来省による事務相談」参照）」及び該当がある場合のみ相談資料を添付し，メー

ル本文に相談希望日時を第三希望まで記入してください。相談表は予約時点での質問事項を

可能な限り具体的に記載してください。「これから資料を作成するが，まずは挨拶に」とい

った御相談は不要です。 

予約の可否については，予約をお申込みいただいたメールへの返信にて御連絡しますが，予

約日時が御希望に添えない，予約が取れない可能性があることについて予め御了承ください。 

また，質問の内容によっては，メールや電話の回答に代えさせていただく場合もございます。 

(3) 質問事項の受付締切

予約時点の質問事項から追加・修正等がある場合，相談日の３営業日前（土日祝日又は休日

除く。）までに，受付アドレス（s-secchi@mext.go.jp）宛てに，追加・修正内容を御連絡くだ

さい。 

３ 申請書類等の提出 

（1）提出にあたっては，本手引を参照し，最新の「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認

可に関する審査基準」（以下，「審査基準」という。）及び申請様式を御確認ください。

巻末の「申請書類の事前チェック表」を活用しつつ，複数人体制でのチェックを行い，学校

法人の責任において提出をお願いします。また，申請書類等の提出時には，当該チェック表も

併せて提出してください（届出を除く。）。 

(2) 申請書類等は原則電子媒体（PDF 形式）で，本手引の各ページで指定する方法により御提出

ください。 

 申請書類等の提出にあたっては,以下の注意事項を遵守してください。注意事項どおりに提

出がされない場合，短期間での再提出をお願いすることもございますので予め御承知置きく

ださい。 

(3) 申請書類提出のメールを受信しましたら，２週間以内に私学行政課法人係より受信確認の

メールを送付します。ファイル容量等の関係でメールが正常に受信できない場合があります

ので，２週間以上経っても私学行政課法人係から受信確認のメールが届かない場合は，御電話

にて問合せください。なお，届出書類については，受領連絡をしていませんので，御留意くだ

さい。 
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 ＜注意事項＞ 

(ｱ) 提出ファイルは PDF 形式で作成してください。 

(ｲ) 本手引における各申請手続のページで指定のとおり，Adobe Acrobat 等のしおり機能によ

るしおり（見出し）を付し，ファイルごとに通しページを下部に付してください。 

(ｳ) PDFを画面上で表示したときに,書式が横型であっても縦型であっても画面を回転せずにそ

のままの向きで閲覧することができるよう，適宜書式の向きを調整して作成してください。 

(ｴ) ファイル名についても，本手引の各申請手続のページで指定のとおりとしてください。 

(ｵ) 形式要件の不備の指摘を受けた場合や審査意見を踏まえた計画の修正により，申請書類等に

差替えが生じた場合には，当該修正後のページを含めた申請書類等全体の再提出をお願いしま

すので，あらかじめ御承知置きください。 

(ｶ) 提出ファイルを作成する際は，Excel や Word のエクスポート機能や PDF 編集ソフト等にて

作成し，パスワードを付けずに提出ください。手書き等により作成された資料であって，電

子ファイルが存在しないものについては，当該資料のみスキャナで読み取る等の方法により

画像ファイルから PDF に変換し作成して差し支えありませんが，ファイルサイズが大きくな

りすぎないよう留意してください。また，申請書の「全て」をスキャナで読み取る等の方法

により作成するのはやめてください（審査に支障をきたす場合があります）。 

 

 

４ 虚偽申請，不正行為等の防止 

 

平成 19 年３月 31 日に改正された「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審

査基準」により，申請や届出において「偽りその他の不正の行為のあった者であって，当該行為

が判明した日から起算して５年以内で相当と認める期間を経過していない者」等からの申請につ

いては，認可しないことになりました。また，審査期間中に審査における判断の根本に関わる重

大な誤りや虚偽の記載が発見された場合は，そのことを理由として審査の中止や認可を不可とす

る判定がなされる可能性があります。 

認可申請書・届出書は「社会に対する『約束』」であり虚偽があってはならないことはもとよ

り，認可申請及び届出に係る設置計画の不履行も虚偽申請と同じく社会を欺くものです。書類におけ

る記載の誤り，重大な事実の不記載，虚偽の記載や，審査過程での虚偽の陳述，設備の偽装，組

織的な不正行為等のほか，実現予定のない粉飾された計画の記載をしてはいけません。 

 

 

５ 収容定員充足率の取扱い 

 

＜学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準＞ 

令和８年度開設の大学設置等に係る寄附行為変更認可申請から，同一学校法人内に設置する全

ての大学の既設学部等（短期大学及び高等専門学校にあっては学科単位）の認可の申請を行う年

度の５月１日現在の収容定員に対する学生数の割合（以下，収容定員充足率という。）が０．５
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を上回らない学部等がある場合，当該申請について認可しないこととする基準が規定されました。

（大学院，専攻科，別科に本基準は適用されません。また，学生募集を停止した学部等※について

は，算定から除外した上で算出してください。なお，小数点以下２位未満の端数を生じたときは，

これを切り捨てることとなりますので，ご注意ください。） 

認可申請時には，上記のとおり既設学部等の収容定員充足率が０．５を上回ることを確認して

ください。 

※認可申請を行う年度の新入生（１年次）を募集していない学科は算定対象外となります。そ

のため，例えば，認可申請を行う年度の新入生（１年次）は在籍しており，認可申請を行う

までの間に翌年度以降の学生募集を停止した学科は算定対象となります。

  ＜大学，短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準＞ 

上記の規定により，寄附行為変更が認可されない場合，大学等の設置認可申請も認可すること

ができないため，注意してください。 

※大学等の設置認可申請の詳細については，高等教育局大学教育・入試課大学設置室までお問

合せください。

６ 積極的な情報の提供について 

認可申請書には「社会に対する『約束』」（平成 17 年１月中央教育審議会答申「我が国の高等

教育の将来像」）という性格もあります。申請中・認可後の申請書や届出書の内容について，ホ

ームページ等で公表するなど，積極的に情報を提供してください。ただし，申請中の場合は，「申

請中であり，認可されたものではない」ということが明確になるよう付記し，認可されたものと

誤解を与えないように十分に留意してください。 

 また，平成 23 年度開設分より，大学等設置に伴う学校法人の寄附行為（変更）認可申請書類の

一部について，個人に関する情報や学校法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある情報等を除き，認可後に文部科学省ホームページで公開しています。 

７ 寄附行為（変更）認可申請・届出にあたって 

設置等の認可申請の審査過程において，多くの申請者が申請を取り下げており，総じて準備不

足の傾向が顕著であったことなどから，平成 19 年 11 月には，大学設置・学校法人審議会長から，

大学を設置する責任の自覚，十分な準備の上での申請，積極的な情報公開による説明責任の履行

を要請するコメント（参考資料参照）が出されています。 

また，平成 20 年２月に学校法人分科会長から，近年の私立大学を取り巻く様々な現状や私立大

学の設置認可の審査状況を踏まえ，学校法人制度が私学の「自主性」「自律性」を尊重した上で

成り立っているにも関わらず，学校法人の継続的な運営のための「安定性」や社会からの「信頼

性」に関する問題，私立大学の「自主性」「自律性」そのものを損ないかねない問題が審査の過
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程等で判明していることを指摘し，設置者たる学校法人の強い自覚，自省を要請するコメント（参

考資料参照）が出されており，加えて，平成 24 年 10 月には学校法人分科会長より改めて一層の

自覚を期待する旨のコメント（参考資料参照）が出されています。 

各申請者においては，各コメントの趣旨や私立大学等の設置に係る寄附行為変更認可の審査の

要点（参考資料参照）等を理解し，十分な準備を経た上で申請するようお願いします。 

 ８ 様式について 

  令和８年度開設の設置等認可申請においては，令和６年８月に一部改正した様式により申請を

行うこととなります。寄附行為変更認可申請書類等の様式は，文部科学省ホームページに掲載し

ていますので，必ず改正後の様式を御利用ください。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ninka/mext_02859.html 

 ９ アフターケア（AC）について 

  学校法人分科会では，大学の設置等に係る寄附行為（変更）認可の後，原則として，完成年度

（開設年度に入学した学生が卒業する年度）までの間，その計画の履行状況や附帯事項への対応

状況を踏まえて，学校法人の経営の実態を確認し，学校法人の健全な経営の確保に必要な指導，

助言を行うための調査を実施しています。対象となる学校法人に対しては，７月下旬を目途に報

告書作成を依頼しますので，詳細はそちらを御参照ください。 

また，実地調査が必要と判断された場合は，事前に日程調整をさせていただきます。学生等と

同等の空間認識の下での確認ができる場合は，オンラインを活用した面接による調査を実施しま

すので，御承知置きください。 

 10 本手引の対象について【重要】 

本手引については，令和７年３月３１日までに行う下記の認可申請及び，令和７年４月１日以

降に行う全ての認可申請等を対象としたものです。令和７年３月３１日までに行う下記以外の認

可申請においては，令和５年９月改正版の手引を参照してください。（申請に使用する様式も異

なりますので，十分御留意ください。） 

○学校法人設立に係る寄附行為の認可申請，合併又は組織変更の認可申請

○令和８年度開設の大学等の設置等（大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関

する規則第１条）に伴う寄附行為の変更の認可申請
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 相 談 表  

【記入日： 年 月 日（ ）】 

大学等名  

大学等設置予定位置  

設置者  

設置者の所在地  

設置・変更・廃止をしよ

うとする学部等又は研

究科等の名称及び入学

定員 

学部, 研究科名 学科, 専攻名 
学位【専攻分野】 

入 学 
定 員 

編入学定員 

年次 定員 

 

    

設置予定年月日 令和  年  月  日 

相談者氏名・職名等 
（全員について御記入

ください。） 

氏  名 職  名  等 

 

 

事務連絡担当者 

氏  名 職  名 連  絡  先 

  
TEL  
FAX  
E-mail  

※ 相談事項，質問事項を次ページに記載してください。なお，相談事項・質問事項は箇条書き

の形で結構ですが，可能な限り具体的に御記入ください。「学部の設置について」，「書類の作

成方法について」といった概括的な記載ですと，具体的にどのようなことを御相談されたいの

か分からず，的確な回答ができない場合があります。 
 

【オンラインの場合】 
特に人数制限は設けませんが，相談内容に照らして必
要最小限の人数としてください。また，複数の端末か
ら参加される場合，発言される方以外の音声はミュー
トに設定してください。 
【来省の場合】 
相談スペースの都合上，人数は原則 4 名までとしてく
ださい。 

【相談事項・質問事項に関するお願い】 
・相談されたい内容がわかるように記入してください。 
・1回の相談時間は１時間までです。「全般的に問題はないか」「書類の記載
内容に誤りがないか見ていただきたい」といった御相談は，チェック項目
が多岐にわたり時間内に終わらないことが多くありますので，御遠慮くだ
さい。確認したい事項・箇所をあらかじめ整理して，具体的な形で御相談
ください。 
（書類の記載については，私学行政課法人係によるチェックを前提とする
のではなく，申請者等の責任ある体制の下であらかじめチェックしたも
のを持参してください。） 
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 大学等の設置に係る寄附行為（変更）認可申請の受付期間及び提出方法については以

下のとおりです。 

１．大学等の設置等に係る寄附行為（変更）認可申請の受付期間 

申請内容 申請予約期間 申請受付期間 

○令和８年度開設予定の大学,短期大

学,高等専門学校の設置に係る下記の

申請

・学校法人の設立に係る寄附行為認可申

請 

・寄附行為変更認可申請

・組織変更に係る寄附行為変更認可申請 

令和６年９月 30日

（月）～10月４日

（金） 

令和６年 10月 15日

（火）～17日（木） 

○令和８年度開設予定の学部，学科，大

学院，研究科の設置に係る下記の申請

・私立大学等（学部等）の設置に係る寄

附行為変更認可申請

○令和８年度私立大学等の設置者変更

に係る下記の申請

・学校法人の設立に係る寄附行為認可申

請 

・寄附行為変更認可申請

・組織変更に係る寄附行為変更認可申請 

令和７年２月 25日

（火）～月 28日（金） 

令和７年３月 12日

（水）～13日（木） 

○６月末追加書類提出 令和７年６月中旬

（予定） 

（令和７年５月末ま

でに申請者へ別途通

知） 

※土日祝日を除く。

※組織変更認可申請の場合及び大学等の設置等に伴い新たに大臣所轄学校法人になる

場合（以下、「組織変更等の場合」という。）は,上記受付期間までに都道府県から

の進達文が必要となります。

大学等の設置等に係る寄附行為（変更）認可申請の受付について 
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２．提出先 

 文部科学省私学行政課法人係 

（進達文が必要な場合には都道府県（私立学校担当部署）に従ってください。） 

３．提出方法 

（１）事前の申請予約 

各提出期間の期間初日の２週間前の週の月曜日（月曜日が祝日又は休日の場合は翌

火曜日）から金曜日まで，メールにて事前の「申請予約」を承ります。 

「１．受付期間」に記載の「申請予約期間」の間に，次のとおり当係メールアド

レス＜s-secchi@mext.go.jp＞まで申請予約をしてください。

＜申請予約方法＞ 

■予約メールのタイトルは，以下のとおりとしてください。

「【法人名】認可申請（予約）」（例：【文科学園】認可申請（予約））

■メールには「審査参考資料総括表（Excel）」を添付してください。

【「審査参考資料総括表（Excel）」について】

・申請予約時には，当該 Excel の青シート（申請受付①～④）のみ記入してくだ

さい。 

※申請書提出時には，当該 Excel の赤シート（総括表①～③）を追記したもの

を，申請書と共に文部科学省の指定した方法で提出してください。

・複数申請する場合には，申請予約時に申請区分ごとに提出してください。

・ファイル名は，「法人名+申請大学等名+申請学部名等（申請区分の組織まで記

載）_審査参考資料総括表（受付）」としてください。

（例）

大学設置の場合：○○学園○○大学_審査参考資料総括表（受付） 

学部設置の場合：○○学園○○大学✕学部_審査参考資料総括表（受付） 

学部の学科設置の場合：○○学園○○大学✕学部△学科_審査参考資料 

総括表（受付） 

大学院設置の場合：○○学園○○大学大学院_審査参考資料総括表（受付） 

研究科設置の場合：○○学園○○大学大学院□研究科_審査参考資料 

総括表（受付） 

■メール本文には，①申請区分（大学の設置，学部の設置,等），②新設大学等の名称，

③事務担当者情報（役職，氏名，電話番号，E-mail），④（組織変更等の場合）都

道府県の私立学校担当部署の情報（担当部署，担当者氏名，電話番号，E-mail）を

記載してください。 

■御予約のメールに返信する形で（組織変更等の場合は上記④の担当部署 E-mail 宛

に），提出期間初日の１週間前の金曜日までに「申請受付」に係る電子ファイルの

提出方法を御案内しますので，連絡が無い場合は，お手数ですが御連絡ください。

-8-



（２）申請 

申請予約メールへの返信において文部科学省が指定する方法により，申請書

類の電子ファイル（PDF形式）を御提出ください。 

≪組織変更等の場合≫ 

  組織変更等の場合，私立学校法施行令（昭和 25年政令第 31号）第７条第１項第２

号及び第３号並びに同条第２項の規定により，都道府県知事から文部科学大臣の進達

が必要となります。 

申請書は，学校法人から都道府県（私立学校担当部署）に電子ファイル（PDF 形式）

で提出してください。都道府県（私立学校担当部署）は，当該申請書について，進達

文を添えて文部科学省私学行政課法人係に電子ファイル（PDF形式）にて御提出くだ

さい。 
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① 私立大学（通信制を含む。）又は私立高等専門学校の設置に係る寄附行為（変更）

【開設年度の前々年度の１０月末～】（審査期間：１０ヶ月）

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月以降

１０月末 分科会 分科会 分科会 分科会 分科会

② 私立大学に学部若しくは学科（通信制を含む。）を設置する場合に係る寄附行為変更

③ 私立大学に大学院又は大学院の研究科（通信制を含む。）を設置する場合に係る寄附行為変更

④ 私立高等専門学校に学科を設置する場合に係る寄附行為変更

⑤ 私立大学に大学院又は大学院の研究科（専門職大学院に限る。）を設置する場合に係る寄附行為変更

【開設年度の前々年度の３月末～】（審査期間：５ヶ月）

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月以降

３月末 分科会 分科会 分科会

学校法人分科会における一般的な審査スケジュール
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追
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審査スケジュール
― 国際連携学科等（学校法人分科会） ―

【開設の
前々年度】

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 12月

3/末

書

面

審

査

8/末

【開設の
前年度】

11月

申
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必
要
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※必要に応じ,面接審査を実施する。
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-11-


	目次
	「令和６年９月改訂版」の主な変更点
	一般的注意事項について
	相談表
	大学等の設置等に係る寄附行為（変更）認可申請の受付について
	学校法人分科会における一般的な審査スケジュール



